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資料等の館外貸出し

堺市立町家歴史館条例施行規則第23条

歴史遺産活用 文化財

１０日間

【堺市立町家歴史館条例施行規則】
（資料等の館外貸出し）
第２３条　博物館、図書館、学校、研究所その他市長が適当であると認め
る者は、資料等の館外への貸出し（以下「館外貸出し」という。）を受け
ることができる。
２　資料等の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ堺市立町家歴
史館資料等貸出許可申請書（様式第１１号）により市長に申請し、その許
可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、
また同様とする。
３　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料等の館外貸出し
を許可しない。
(1)　資料等の館外貸出しによって資料等の保存に影響を及ぼすおそれが
あると認めるとき。
(2)　現に資料等を展示しているとき。
(3)　寄託された資料等である場合において、当該寄託者の同意を得てい
ないとき。
(4)　申請者が著作権者の承諾を得ていないとき。
(5)　前各号に掲げるもののほか、市長が資料等の館外貸出しをすること
が不適当であると認めるとき。
４　資料等の館外貸出しの許可は、堺市立町家歴史館資料等貸出許可書
（様式第１２号）を申請者に交付して行うものとする。
５　資料等の館外貸出しの期間は、３月以内とする。ただし、市長が特に
必要があると認めるときは、この限りでない。


